
 

要       旨 

 

１ 作成の背景 

新型コロナウイルス感染症(COVID-19）の高齢者の高い重症化及び死亡リスクが注目さ

れ、３年以上が経過したが、この期間は、流行前から存在していた地域課題や社会課題（地

域医療も含めた医療全般における課題も含む）を一気に顕在化させたといっても過言では

ない。また、もう一つ忘れてはならないのが、高齢者への自粛生活長期化による生活不活

発や人との交流の断絶等を基盤とする健康二次被害、いわゆる「コロナフレイル」である。

４年目を迎えた今、COVID-19が 5類感染症になったとはいえ軽視することは出来ない。そ

の上で、ウィズコロナ/ポストコロナ社会を見据え、快活な住民活動が再開される地域社会、

多角的な視点においてレジリエントな地域社会、さらには国民に安心感を与えることの出

来る医療・ケア体制などを改めて再構築しながら地域づくりにつなげていく必要がある。 

 

２ 現状及び問題点 

(1) 新興感染症や災害等の有事における医療・ケア体制が脆弱である。 

COVID-19パンデミックは、わが国の高齢者医療における課題を顕在化させた。COVID-

19のみならず、他の新興感染症や災害等の有事にも共通して生じうる課題であるが、今

回のパンデミックで改めて高齢者の脆弱性が浮き彫りになった。 

(2) 有事の際にエンドオブライフ(EOL)ケアおよび Advance care planning(ACP:人生会

議)が機能していない。 

COVID-19パンデミックは、多くの高齢者の EOLに多大な影響を及ぼした。ACPの未実

施と機能不全が最大の要因であるが、本人の価値観・意向・人生の目標などを家族や医

療・ケア従事者と共有することが困難であった。 

(3) ICT(Information and communication technology)及び最新技術の活用が不十分で

ある。 

デジタル分野の格差（デジタルデバイド）は高齢層でより顕著であり、デジタル化や

ロボットなど最新技術の恩恵も高齢者には十分に届いていない。それらが高齢者の社会

的孤立やフレイル（虚弱）化の一因ともなった。 

(4) コロナ禍で多様な健康二次被害が顕在化した。 

コロナ禍では、過剰な自粛生活が長期化する中で、誤情報（Misinformation）や虚偽

情報（Disinformation）の影響も関与し、健康二次被害が加速した。そこには情報の取

捨選択能力も大きく問われるが、一般的に高齢者は IT技術等に弱く、正しい情報への適

正なアクセスが困難なケースも多く認められた。 

(5)公衆衛生領域における人材が不足している。 

今回の COVID-19 パンデミックを経験し、ワクチン開発や治療薬開発、高齢者への重

症化予防対策などの普段からの推進も大きな課題として残った。保健・医療・介護分野

における平時からの情報収集や分析も課題で、そのための人材不足も明らかとなった。 

 



 

３ 見解の内容 

新型コロナウイルス感染症(COVID-19）によるパンデミックを経験し、単に個の健康とい

う視点だけではなく、医療界における体制の在り方、さらには地域社会や環境の在り方と

いう広い視野から高齢化する日本社会の将来ビジョンを今回見解としてまとめた。本見解

が、日本老年学会などの学協会、厚生労働省、文部科学省、経済産業省、国土交通省、内

閣府、各種職能団体等の施策（省庁横断的な流れも含む）に反映されることを期待する。 

(1) 他の新興感染症や災害等の有事にも迅速に対応できる医療・ケア体制を再構築すべ

きである。 

COVID-19のみならず、他の新興感染症や災害等の有事にも共通して生じうる課題とし

て、最も脆弱な高齢者層を想定した医療・ケア体制の整備が必要である。 

(2) 有事の際にも十分に尊重されるエンドオブライフ(EOL)ケアおよび Advance care 

planning(ACP:人生会議)を加速するべきである。 

有事の際にも一人ひとりの高齢者が最期まで本人らしく生きることができるよう、早

期から ACPを実施することにより、本人の価値観・意向・人生の目標などを家族や医療・

ケア従事者と共有し、EOLケアに反映できるよう全ての関係者が配慮すべきである。 

(3) ICT(Information and communication technology)及び最新技術の活用を促進し、

新しい地域コミュニケーションを積極的に構築していくべきである。 

デジタル分野の格差（デジタルデバイド）を解消し、誰もがデジタル化の恩恵を受け

られる環境を整備していく必要がある。また、社会的孤立を防止するために、新たな地

域コミュニケーションを創生する必要があり、そこには移動支援の視点も不可欠である。 

(4) 高齢者におけるコロナ禍で顕在化した多様な健康二次被害を多角的なアプローチ

により防止すべきである。 

単なる健康維持への啓発だけではなく、健康維持に関わる適正な情報提供のあり方な

ど多角的なアプローチにより健康二次被害の防止に最大限の注意を払うべきである。 

(5) 保健・医療・介護に関する平時からの情報分析を心掛け、公衆衛生領域における研

究を推進し、かつその分野の人材育成も強化すべきである。 

ワクチン開発や治療薬開発、高齢者への重症化予防対策などの普段からの推進、平時

からの情報収集や分析など公衆衛生領域における研究をさらに推進すると同時に、臨床

応用のシーズとなる基礎研究にも、事態が発生する以前からの継続的な支援が必要であ

る。 

特に大学や研究組織などの研究者側がこれらの推進に心掛けるべきであるが、同時に、

行政（データを持つ自治体や国、研究や人材育成を支える国）の役割も非常に大きい。 


